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令和３年度第３回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和３年５月１８日 

                     担当部・課：総務部危機対策課〔内線４１５７〕 

① 件  名 

 石巻市自主防災組織機能強化補助金の見直しについて 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  平成２４年４月に「石巻市自主防災組織機能強化補助金要綱」を制定し、各地域の自主防災

組織が行う防災活動に対し支援を行ってきたが、一定の成果が図られたことや震災復興期間の

終了に伴い、今後の自主防災組織や補助制度の在り方について、見直しを進めてきた。 

 

【目的】 

大規模災害が発生した場合には、行政の対応（公助）だけでは限界があり、迅速な防災対応

を図ることが難しいことも想定されることから、自分の身は自分で守る（自助）とともに、地

域での自主防災組織等が行う防災活動（共助）が大変重要な役割を担っているため、今後も引

き続き自主防災組織の育成及び活動に対する支援を行い、地域防災力の向上を図るもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 

 石巻市地域防災計画共通編（平成２６年１２月策定） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

  第６節 日常の身近な安全性を高める 

     ３ 安全・安心な暮らしを確保する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２４年 ４月 石巻市自主防災組織機能強化補助金交付要綱の制定 

平成２６年 ４月 食糧備蓄購入費補助金等の見直し 

（購入費用の３分の２の額から５分の４の額に引上げ） 

 平成２８年 ９月 食糧備蓄購入費補助金の見直し 

（一括購入のほか、４年以内の分割購入を可能とした） 

⑤ 主な内容 

今後も引き続き、自主防災組織に対する活動の支援に努めながら、「補助金の見直し指針」に

基づいた補助金の効果的かつ適正な補助制度となるよう、経費負担のあり方、必要性などの観点

から、見直しを行うもの。 

 

１ 食糧備蓄購入費補助金 

   現行 購入費用の５分の４の額 

   改正 購入費用の２分の１の額 

２ 防災訓練費補助金 

   現行 訓練１回につき上限２０千円 

   改正 訓練１回につき上限２０千円（避難所開設訓練を実施した場合は、上限３０千円） 

３ 防災士養成講座受講費補助金 

   現行 受講費用の全額 

   改正 受講費用の３分の２の額 

 

資料３ 



 - 2 - 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

補助率の見直しによる自主防災組織の負担や一般財源化による市の財政負担は懸念される

が、継続的な支援を自主防災組織に対し行うことで、地域防災力の強化や体制維持が期待でき

る。 

 

【財源措置】（６月補正要求） 

  自主防災組織機能強化補助金  ５，６２０千円（全額一般財源） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

他市町村の実施状況 

 

 市町村名 資機材 食糧 倉庫 訓練 防災士 

仙台市 〇 － － － － 

東松島市 〇 〇 〇 〇 － 

大崎市 〇 － － － － 

名取市 〇 － － 〇 － 

登米市 － － － － － 

栗原市 － － － 〇 － 

多賀城市 － － － － － 

塩竈市 〇 － － － － 

富谷市 － － － － － 

気仙沼市 〇 － － 〇 － 

岩沼市 〇 － － － 〇 

白石市 〇 － － 〇 － 

角田市 － － － － － 

女川町 － － － － － 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和３年 ６月  市議会第２回定例会に補正予算案を提案 

  石巻市自主防災組織機能強化補助金交付要綱の改正 

⑨ その他 

 本要綱改正後に、自主防災組織へ周知を図る。 

 


